
４月から児童手当を�

小学校第３学年修了前まで�

支給します�

従来、義務教育就学前までの�

お子さんを養育している方に�

支給していた児童手当が　　�

制度改正により、４月１日から�

次のように変わりました。�

児童手当の支給を受けるには？�

＊児童手当は、養育者からの申請がないと支給されません。市庁舎１階市民課窓口（公務員の方は勤務先）へ申請書

を提出してください。�

＊申請書のほかに「年金加入証明書」「所得証明書」など、必要に応じて添付書類を提出していただくことがあります。�

＊所得が一定額以上の方には、児童手当は支給されません。所得制限額については、市民課窓口へ問い合せください。�

�

いつごろ手続きすればいいの？�

《新規に請求が必要な方（４月２日現在、小学校２年～３年生の児童のいる方）》�

市では、４月２日現在で、小学校２年～３年生の児童のいる方に通知しますが、９月30日までに「認定請求書」を提

出いただくと、４月分までを上限として、さかのぼって児童手当を支給します（９月以前に支給要件に当てはまって

いた月分に限ります）。�

（注意）９月に申請した場合、事務処理上10月の支払日に間に合わないことがありますので、早めに申請してください。�

《児童手当を現在受けている方》�

「現況届」を６月30日までに提出してください。小学校２年～３年生のお子さんもいる場合は「額改定請求書」も提

出してください。�

（注意）10月１日以降の申請については、申請月の翌月分からの支給となります。�

いいえ�

いいえ�

いいえ�

いいえ�

いいえ�

はい�

はい�はい�

はい�

はい�

小学校第３学年修了前�

（９歳到達後最初の年度末）�

※平成７年４月２日以降に生まれた児童�

義務教育就学前�

（６歳到達後最初の年度末）�

※平成10年４月２日以後に生まれた児童�

第１子・２子　　  5,000円�

第３子以降　　　10,000円�

第１子・２子　　  5,000円�

第３子以降　　　10,000円�

改　　正　　後� 改　　正　　前�

２月・６月・10月� ２月・６月・10月�

対 象 年 齢�

手 当 月 額�

支 払 時 期�

児童手当該当・提出書類フローチャート�

３月まで児童手当を�
受けていましたか？�

小学２年生・３年生の児童�
を養育していますか？�

小学２年生・３年生の児童�
を養育していますか？�

小学１年生以上のお子さん�
がいますか？�

小学１年生以下の児童�
を養育していますか？�

「認定請求書」�
を提出して�
ください�

該当�
しません�

急いで「認定請求書」�
を提出してください�
(申請月の翌月から該当）�

「現況届」を提出�
 してください�
※現況届は６月３０日�
　までに提出しましょう�

「現況届」＋「額改定請求書」�
 を提出してください。�

市民課　022－1312問�
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軽
自
動
車
税
の
納
付
は
お
早
め
に
！

■
軽
自
動
車
税
が
課
税
さ
れ
る
方
は
？
　

平
成
16
年
４
月
１
日
現
在
で
、
軽
自

動
車
（
軽
四
輪
車
、
原
付
バ
イ
ク
、
軽

二
輪
車
、二
輪
小
型
自
動
車
、小
型
特
殊

自
動
車
な
ど
）
を
登
録
し
て
い
る
方
に

一
年
分
の
軽
自
動
車
税
を
課
税
し
ま
す
。

納
税
通
知
書
を
５
月
７
日
に
発
送
す

る
予
定
で
、納
期
限
は
５
月
31
日
で
す
。

※
４
月
２
日
以
降
に
「
廃
車
」
や
「
名

義
変
更
」
の
手
続
き
を
し
て
も
、
月
割

り
で
の
課
税
・
還
付
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
減
免
の
制
度
は
あ
り
ま
す
か
？

い
つ
ま
で
申
請
で
き
ま
す
か
？

身
体
障
害
者
な
ど
の
方
が
所
有
す
る

■
所
得
限
度
額
以
上
で

認
定
却
下
と
な
っ
て
い
た
方
へ

児
童
手
当
の
認
定
は
、
６
月
分
か
ら

「
平
成
15
年
分
の
所
得
額
」
な
ど
で
認

定
し
ま
す
。

以
前
に
児
童
手
当
の
申
請
を
し
て
、

「
所
得
限
度
額
以
上
で
認
定
却
下
」
と

な
っ
て
い
た
方
は
、
５
月
中
に
改
め
て

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
国
民
年
金
加
入
の
方
が
、
会

社
な
ど
に
勤
め
厚
生
年
金
な
ど
に
加
入

す
る
よ
う
に
な
っ
た
際
、
特
例
給
付
と

し
て
児
童
手
当
と
同
じ
よ
う
に
手
当
を

受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

M
市
民
課
　
0
２
２
―
１
３
１
２

軽
自
動
車
で
、
も
っ
ぱ
ら
通
学
（
通

所
）・
通
院
・
仕
事
の
た
め
に
使
用
す

る
車
両
は
、
申
請
に
よ
り
軽
自
動
車
税

の
減
免
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。（
障
害
の
種
類
・
等
級
に
よ
り
ま
す
）

な
お
、
普
通
自
動
車
税
（
県
税
）
の

減
免
を
受
け
る
場
合
は
、
軽
自
動
車
税

の
減
免
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

●
申
請
期
限

５
月
24
日（
月
）

●
申
請
に
必
要
な
も
の

・
納
税
通
知
書
・
障
害
者
手
帳

・
運
転
免
許
証
・
車
検
証
・
印
鑑

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

税
務
課
総
務
係
0
２
２
―
１
３
１
３

児
童
手
当
の
お
知
ら
せ

労
働
保
険（
労
災
保
険
と
雇
用
保
険
）

の
保
険
料
は
、
年
度
当
初
に
概
算
で
申

告
・
納
付
い
た
だ
き
、
翌
年
度
当
初
に

前
年
度
の
精
算
と
新
年
度
の
概
算
保
険

料
を
納
付
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。

年
度
当
初
の
申
告
・
納
付
手
続
き
は

５
月
20
日
ま
で
に
行
っ
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
申
告
・
納
付
手
続
き

最
寄
り
の
銀

行
や
郵
便
局
、
ま
た
は
宮
城
労
働
局
、

労
働
基
準
監
督
署
で
お
願
い
し
ま
す
。

M
宮
城
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
課

0
０
２
２
―
２
９
９
―
８
８
４
２

労
働
保
険
の
申
告
・
納
付
は

５
月
20
日
ま
で
に

市
税
の
納
付
は
お
済
み
で
し
ょ
う

か
。
市
で
は
、
昼
間
お
仕
事
な
ど
で
お

忙
し
い
方
の
た
め
に
夜
間
の
納
税
窓
口

を
開
設
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

●
日
時

５
月
26
日
・
27
日（
水
・
木
）

17
時
30
分
〜
20
時

●
場
所

市
庁
舎
１
階
　
収
納
管
理
室

※
18
時
以
降
は
、
市
庁
舎
東
側
入
り
口

か
ら
入
庁
く
だ
さ
い
。

M
収
納
管
理
室
　
0
２
２
―
１
３
１
３

仙
南
地
域
の
医
師
会
、
救
急
医
療
機

関
、
消
防
本
部
な
ど
で
つ
く
る
仙
南
地

域
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
協
議
会

で
は
、「
よ
り
一
層
の
救
命
」
を
図
る

た
め
に
、
宮
城
県
南
中
核
病
院
（
大
河

原
町
）
で
救
急
救
命
士
の
気
管
挿
管
病

院
研
修
を
始
め
ま
し
た
。

現
在
、
救
急
救
命
士
は
、
気
道
確
保

（
呼
吸
の
た
め
の
空
気
の
通
り
道
確
保
）

を
食
道
閉
鎖
式
の
器
具
を
用
い
て
実
施

し
て
い
ま
す
。
こ
の
方
法
で
は
、
気
道

確
保
が
困
難
な
事
例
も
あ
り
、
７
月
か

ら
「
気
管
挿
管
」
と
い
う
方
法
も
認
め

ら
れ
、
患
者
の
命
を
救
う
選
択
肢
が
広

が
り
ま
し
た
。
地
域
の
皆
様
の
研
修
へ

の
理
解
と
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

M
仙
南
地
域
広
域
行
政
事
務
組
合
消
防

本
部
0
０
２
２
４
―
５
２
―
１
０
５
０

夜
間
市
税
納
税
窓
口
を

開
設
し
て
い
ま
す

救
急
救
命
士
の「
気
管
挿
管
」

病
院
研
修
を
始
め
ま
し
た

平平成成1166年年度度　　各各種種検検診診のの申申しし込込みみににつついいてて��平成16年度　各種検診の申し込みについて�平成16年度　各種検診の申し込みについて�
３月31日現在で白石市に居住する、16歳以上の方全員に�

「平成16年度各種健康診査の調査と申込書」を郵送しています。�

市の検診を受診する・しないに関わらず、該当するところに�

○を付けて、５月７日（金）までに返送してください。�

各検診の対象者は次のとおりです。�

G健康推進課　022-1362

 検診の種類 実施時期 対象年齢（平成17年３月31日までに達する年齢）�

 結　核　検　診 ８～９月 16歳以上（職場・学校・病院などで受診予定のない方）�
 基 本 健 康 診 査 ８～９月 40歳以上�
 胃 が ん 検 診 12月 40歳以上�
 子 宮 が ん 検 診 ７～８月 30歳以上�
   30歳以上（30～40歳、70歳以上の方の検診は毎年、41～69歳までの方�
 乳 が ん 検 診 ７月 は隔年で実施し、今年は奇数歳の方が対象です。視触診と乳房Ｘ線撮 �
   影【マンモグラフィー】を行います。 �
 大 腸 が ん 検 診 10月 40歳以上�
 骨粗しょう症検診 ７月 30、35、40、45、50、55歳女性�
 
前立腺がん検診

 50歳以上の方が対象です。基本健康診査と同時に実施し、申し込みは当日会場で行い �
  ます（検査方法：血液検査）。�


